
　平成28年6月1日に施行された労働安全衛生法の改正
点は、人に対する一定の危険・有害性が確認されている
640の化学物質とその製剤について、起こりうる労働災害
を未然に防ぐため、事業者および労働者がその危険・有害
性を認識し、事業者がリスクに基づく必要な措置を検討・実
施する仕組みを創設するものです。具体的なリスクアセス
メントの実施について、順を追って解説します。
　危険性・有害性が確認されている化学物質のリスクアセ
スメントを実施し、結果を出すまでが事業者の義務。事業者
は結果に基づき、労働者の危険又は健康障害を防止するた
めに必要な措置を講じることが努力義務となります。規模
や業種の限定はなく、化学物質を製造又は取り扱う全ての
事業者が対象で、経過措置はありません。
　実施時期は、施行日以降、①調査対象物を原材料として
新規に採用し、又は変更するとき、②調査対象物を製造し、
又は取り扱う業務にかかる作業の方法又は手順を新規に採
用し、又は変更するとき、③調査対象物の危険性又は有害
性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
　実施体制については、総括安全衛生管理者、安全管理者
または作業主任者など、化学物質管理者、専門的知識のあ
る人、外部の専門家などが挙げられますが、リスクアセスメ
ントレベルを均一化するため、実施者を少数に限定するの
がよいと考えられます。ノウハウ継承のため、実施体制の仕
組み「リスクアセスメント実施規定」をつくって書面やファイ
ルで残しておくことが必要です。
　リスクアセスメントの流れは下記のような手順となります。
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環境セミナー報告

化学物質のリスクアセスメント義務化に係る対応
2016年6月に化学物質のリスクアセスメントが義務化され、業種や事業規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造や取り扱
いを行うすべての事業者が対象となります。労働安全衛生に取り組んでこられた講師をお招きし、セミナーを開催しました。その
概略をご紹介します。

創業以来（半世紀）、アルミ箔を基材として、オーダーメイドで医薬品・食品向け包装材料を製造・品質保証ま
で社内で一貫して行い、特に厳格な品質管理を求められる製薬会社等の顧客に対しても、その信頼と期待
に応えてきたスタッフを財産として「創造的技術開発者集団」を目指す株式会社メタルカラーの代表取締役 
森田 勝彦 様にお話を伺いました。

　リスクアセスメントを実施したら、対象物の名称・対象業
務の内容・リスクアセスメントの結果・実施するリスク低減
措置の内容について、労働者に周知しなくてはなりません。
周知の方法は、①作業場に常時掲示、②書面を労働者に交
付、③作業場に常時確認可能なパソコン端末等を設置、の
いずれかで行います。
　リスクアセスメントは現在のところ努力義務であり、罰則
規定はありませんが、法律違反となれば行政指導の対象と
なります。リスクアセスメントを適切に実施することにより、
職場のリスクが明確になり、リスクに対する認識を職場全
体で共有できます。また、安全対策について、合理的な方法
で優先順位を決めることができ、職場全員に「危険」に対す
る感受性が高まるなどの効果が期待できます。まず、できる
ことから始めることが重要です。

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 化学・環境担当　TEL：075-315-８６３３  FAX：075-315-9497  E-mail：kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp

労働安全衛生コンサルタント　伊香 實次 氏

府内立地企業の紹介

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 企画連携課 企画・情報担当　TEL：075-315-8635  FAX：075-315-9497  E-mail：kikaku@mtc.pref.kyoto.lg.jp

「メタルカラー」の由来
　株式会社メタルカラーは、1964年9月に
アルミ箔を主材料とした包装材料の製造販

売を目的として設立されました。社名の由来としては、金属（アルミ箔）
に着色することから、「メタルカラー(Metal Color) 」と命名されたもの
です。今日まで、「常に一歩早く、一味違う価値ある技術と製品の創造に
挑戦する」ことを経営方針の一つとして、ニッチな市場を対象にした技
術の開発に挑戦し続けてきました。

どんな会社？
　包装材料部門では、医薬品や食品など・包装材料をオーダーメイドで
製造。品質保証までを一貫して行います。インキ・コーティング剤の製
造会社をグループ会社に有し、原料からの開発製造が行なえます。健
康食品部門では機能性基原料を元に抽出、分離、濃縮、殺菌、乾燥（ス
プレードライ・フリーズドライ）、粉砕までの各種加工を社内で一貫加工
できます。

一筋縄ではいかないアルミ箔単体の加工
　主力製品としては、ＰＴＰ用包装材料（アルミ包材）と医薬品・化粧品包
装用ラミネートフィルムなどがあり、その中でも当社の強みは、アルミ
箔単体に対する２色、３色刷りの印刷加工技術と品質管理にあります。
特にアルミ箔単体は性質上、多色刷りの際、同じ素材を何回も機械に
通して印刷するとシワや伸び縮みができるため、高い精度で貼り合わ
せて仕上げることは至難の業といえます。さらに出荷に至るまでの医
薬品メーカーから求められる品質・衛生管
理レベルは非常に厳しく、この要求に応え
てきたことで多大な信頼を得ることがで
き、当社の大きな強みとなっています。

どうして
工業団地アネックス京都三和？
　厚労省通達「医薬品に関する新バーコー
ド（ＲＳＳコード）表示」が義務化されることに
なり、新たにアルミ箔にバーコード印刷と
いう難問が突きつけられました。
　検討の結果、生産設備から見直す必要が
あり工場新設に踏み切ることになりまし

「メタルカラー」って何？！

どうして「工業団地アネックス京都三和」？！

た。最終的に工業団地
であるアネックス三和
に決めたのですが、決
め手となったのは、①既
存の福知山工場に距離
が近く社員移動に抵抗
が少なかったこと、②福
知山工場からの物品移
送が比較的容易なこと
でした。
　おかげさまで、①建
設前に比べて社員募集に対する応募が増え、特に綾部市や兵庫県から
の応募者が増えたこと、②バーコード印刷にも対応できるようになり、
好機を逃すことなく仕事の受注も増えていき、人材確保もスムーズに
進んだことから、安定供給にもつながり大変喜んでおります。

人材育成で心がけていることは？
　提案・改善制度により毎年全員で発表会を開催、表彰しており、社長
自ら社員とできるだけ会話するなど現場に近い存在であることと改善
活動が社員みなさんの風通しを良くし、これらが結果的に営業成績を
押し上げる格好となり、「賞与」という形での還元が社員の「やる気」に
つながっていると思っています。

最後に
　私たちは今後も「創造的技術開発者の集団」（＝メタルカラー）を目指
し、未来に向かって挑戦を続けていきます。そして、お客様に満足され
る製品を提供し続けることによって、社会のお役に立つと共に、社員の
幸せの増大を図ってまいります。

代表取締役社長 森田 勝彦 氏

Comp a n y  D a t a 株式会社メタルカラー
代表取締役社長／森田 勝彦
所　在　地／本　　社：〒５７７-０８３６ 東大阪市渋川町１-１３-２２
 電話番号／06-6728-8663  ファクシミリ／06-6720-2127
　　　　　　三和工場：〒620-1445 京都府福知山市三和町みわ小字エコートピア2-2

アネックス京都三和工業団地
 電話番号／0773-59-2410  ファクシミリ／0773-58-3990
設　　　立／１９６４年９月　資　本　金／３０００万円
従　業　員／１０３人（三和工場44人）
事 業 内 容／包装材料製造販売・健康食品原料製造販売

―それは、主に医薬品包装材料の開発から製造販売までする会社です。

―それは、福知山３工場での効率的な生産や人材確保のためです。

府内に立地された企業の中から、特に自社の強みに焦点をあてて、企業としての活動内容や特徴についてご紹介します。

～医療用包材の歴史とともに半世紀 それは過酷な品質管理の追求でもあった そして今・・・～

三和工場

保有機械

薬用包装

 ステップ１
危険性または有害性の特定。対象となる業務を洗い出した
上で、SDSに記載されているGHS分類などに即して、危険
性または有害性を特定する。

 ステップ２
リスクの見積もり。ばく露量の推定からリスク小と判断した
場合は、一旦リスクアセスメントを終了、ただし記録は残す。
推定リスクが中、不明、大の場合はリスクアセスメントを実
施する。

 ステップ３
リスク低減措置の内容の検討。危険性・有害性のより低い
化学物質への代替、運転条件の変更、取り扱う化学物質の
形状の変更、機械設備などの防爆化などの工学的対策、密
閉化や局所排気装置の設置などの衛生工学的対策、作業
手順の改善・立入禁止などの管理的対策、有害性に応じた
保護具の使用、この順で検討を行う。

 ステップ４
リスク低減措置（ステップ3の内容）を実施する。


